
益田市公表対象随意契約一覧（令和8年 1月分 ）

NO 契約日 契約内容 主管部課
契約金額　　　　　　　
（税込：円）

契約相手方 住　　所 適用条項 随意契約とした理由

1 R8.1.7 旧吉田都市下水路伐採業務（その２） 建設部都市整備課 198,000 公益社団法人益田市シルバー人材センター 益田市大谷町334番地1 施行令167条の2第1項　第3号 高年齢者の雇用の安定等に寄与するため。

2 R8.1.15
令和７年発生　農地・農業用施設災害（85-
102号）復旧工事

建設部土木課維持管理室 2,684,000 ㈲共同開発 益田市多田町232-1 施行令167条の2第1項　第8号
指名入札を２度実施したが、全者辞退で取り止めとなった。辞退者の中から個別依頼
により打診した所、契約者において受注可能という回答をもらったため。

3 R8.1.16
石見臨空ファクトリーパーク内の除草業務
委託

産業経済部産業支援センター 139,700 公益社団法人益田市シルバー人材センター 益田市大谷町334番地1 施行令167条の2第1項　第3号 高齢者の就労支援に資するため。

4 R8.1.16 庁用車（島根200さ1199）の再リース 総務部総務管財課 1,188,000 ㈱トヨタレンタリース島根益田駅北店 益田市あけぼの西町１１‐４ 施行令167条の2第1項　第2号 再リースをすることでリース金額を抑えることができるため。

5 R8.1.19
向横田・飯浦不燃物埋立場浸出水濾過槽
濾材取替業務

福祉環境部環境衛生課 1,540,000 (株）植松 益田市白上町イ６２番地１ 施行令167条の2第1項　第2号
業務内容については吸引作業が必要な特殊業務を有する為、対応可能な業者から見
積を徴し、最低見積者と随意契約する。

6 R8.1.20 市道中島木部線給水管工事 上下水道部工務課 6,820,000 ㈲三共ブロック工業 益田市中垣内町1116番7 地方公営企業法施行令21条の13第1項　第7号

当工事は、「市道中島木部線配水管改良工事」に伴う給水管工事であり、同一業者と
の契約によって諸経費の調整された有利な価格で契約を締結することができる。よって
「市道中島木部線配水管改良工事」の受注者である契約者と随意契約を結ぶ。

7 R8.1.20 内田川排水機場整備工事 建設部土木課維持管理室 50,270,000 ㈱中国日立 広島県広島市中区袋町5番25号 施行令167条の2第1項　第2号

本件工事を実施する内田川排水機場は㈱日立製作所が設計、製造した機器で構成さ
れている。各排水機場のポンプ設備の機械部品等はいずれも特殊な専門部品類で構
成されており、製造を行ったものが部品の製作、交換、組立を行う必要があり、他社の
ものに製造、施工された場合、既設の設備等との連携に著しい支障が生じる恐れがあ
る。ついては、㈱日立製作所よりアフターサービス事業を移管された契約者と随意契約
をする。

8 R8.1.20 市道澄川線持三郎橋橋梁修繕工事 建設部土木課維持管理室 25,850,000 平成道路㈱ 益田市乙吉町イ89番地10 施行令167条の2第1項　第8号
2度の簡易型一般競争入札を行ったが、入札参加者がおらず、不落札となったため、今
年度、匹見地区での同種の橋梁補修工事の実績を有し、かつ早期に着手が可能と回
答のあった契約者と随意契約する。

9 R8.1.20 回線障害機ミドルウエアライセンス 政策企画局情報システム課 4,435,200 ㈱日立ソリューションズ西日本 広島県広島市中区八丁堀3番33号 施行令167条の2第1項　第2号
本市のネットワーク及び基幹系システムは、契約者が構築、提供しており、各業務シス
テムとの連携等を熟知している業者が対応することで、システムの信頼性・安全性や障
害等発生時の問題解決における迅速性を担保することができるため。

10 R8.1.20
公共下水道南部地区詳細設計業務委託
（その3）

上下水道部下水道課 1,870,000 ㈱ウエスコ益田営業所 益田市あけぼの東町7-2 地方公営企業法施行令21条の13第1項　第6号

契約者は、本市の公共下水道の全体計画を策定した業者であり、本市の下水道事業
に関する深い理解と豊富な知識を有している。そのため、公共下水道南部地区詳細設
計業務においても、その知見を最大限に活かすことができ、より適切かつ効果的な提
案が期待できる。また契約者は、現在、下流側の下水道詳細設計業務を担当している
業者であり、当該現場に関する知識についても熟知している。これらの情報を反映させ
ることで、業務の効率化及び経費の節減が図られる。以上の理由から、本業務を契約
者に実施させることで、業務の円滑な実施や経費面で有利となることから随意契約す
る。

11 R8.1.22 市道棚ヶ峠線道路改良工事 建設部土木課維持管理室 4,312,000 ㈲斉藤土建 益田市美都町都茂821番地1 施行令167条の2第1項　第2号

当工事について、当初設計数量は概算数量であり、地元と調整を行い施工位置及び
施工数量を確定させる必要があり、矢原川ダムの協議会より、地元調整を円滑に行う
ため、地元企業（美都地区）での施工を希望されている。ついては、近接地区に事業所
を有し、美都地区で災害復旧工事を受注しており、早期に着手が可能と回答のあった
契約者と随意契約する。

12 R8.1.22
第51回衆議院議員総選挙ポスター掲示場
作成業務委託

選挙管理委員会事務局 6,160,000 中央企画 益田市遠田町2730 施行令167条の2第1項　第5号

本業務は解散後公示日までの約4日間で、市内251箇所に掲示場を設置することを要
するため、入札により業者を選定する時間が少なく、また、このような短期間での設置
（選挙期日が決まっており、事前準備可能な参議院選挙等においても見積依頼から設
置までに2ヶ月程度の期間を要する）には、蓄積した実績が無いと設置業務に支障をき
たす恐れが多大にあるため。契約者は過去の選挙において、複数回ポスター掲示場
設置及び撤去業務を受託しており、蓄積した実績が十分にあると認められるため。

13 R8.1.23 開票集計システムの購入 選挙管理委員会事務局 1,650,000 ㈱ムサシ中四国支店 広島県広島市中区本川町2-6-11 施行令167条の2第1項　第2号
試行運用を行った開票集計システムは当該業者が開発・販売しており、他の自治体で
の運用実績もあるため。また、当市で利用している選挙関連機器は全て契約者より納
品しており、選挙毎に点検等の委託業務について契約実績があるため。

14 R8.1.23
第51回衆議院議員総選挙選挙公報等配布
業務委託

選挙管理委員会事務局 1,247,400 公益社団法人益田市シルバー人材センター 益田市大谷町334番地1 施行令167条の2第1項　第3号

第51回衆議院議員総選挙における選挙公報について、県選管より受領後速やかに有
権者に配布する必要がある。受領後の仕分け及び市内全戸への配布を短期間で行う
ことなど、業務が特殊であり他に対応できる者が無いため、従前の選挙より実績を有す
る契約者と随意契約する。

15 R8.1.27 JR小浜踏切配水管改良工事（立坑） 上下水道部工務課 13,200,000 広成建設㈱山口支店 山口県山口市小郡大正町11番5号 地方公営企業法施行令21条の13第1項　第2号

市道喜阿弥小浜線小浜踏切下の配水管改良工事では、西日本旅客鉄道㈱と協議を行
い、踏切下のさや管推進工事は日本旅客鉄道㈱で施工、推進工事用の立坑築造およ
び、さや管内の配管工事は益田市上下水道部で施工する計画となっている。契約者
は、土木一般工事の施工業者として益田市に登録されている。また、西日本旅客鉄道
㈱のグループ会社で鉄道工事に精通しており、本工事施工後、西日本旅客鉄道㈱によ
り施工されるさや管推進工事の実施予定業者でもあるため。

16 R8.1.28
令和７年度　雪舟の郷記念館植栽剪定業
務委託

教育部文化振興課 190,300 公益社団法人益田市シルバー人材センター 益田市大谷町334番地1 施行令167条の2第1項　第3号 高齢者の就労支援に資するため。

17 R8.1.29
西益田小学校高圧ケーブル・高圧気中開閉
器取替修繕

教育部教育総務課 1,078,000 ㈱内村電機工務店益田営業所 益田市かもしま東町2番地2 施行令167条の2第1項　第2号及び第5号
以前にも当該校の点検・修繕を行っていることから、状況に詳しく早急に対応可能であ
るため。

18 R8.1.29 戸田小学校光ケーブル敷設業務 教育部学校教育課 1,155,000 エクシオグループ㈱島根営業所 雲南市木次町新市382番地 施行令167条の2第1項　第2号
この業務は、通信環境の安定性が確保された状態で行う必要があるため、益田市地域
情報通信基盤整備事業において、光ファイバーケーブル網を施工した契約者と随意契
約する。

19 R8.1.29 木部漁港　北浦防砂堤修繕工事 建設部土木課 3,476,000 ㈱益田重機運輸 益田市高津町四丁目15番18号 施行令167条の2第1項　第5号

本工事は、海岸施設の機能保全・長寿命化を図るため、変状の大きい木部漁港北浦
防砂堤の修繕工事を行うものである。施設の状況としては、老朽化によるひび割れや
欠損が発生しており、施設の性能低下が起こっている。契約者は、海岸修繕工事の実
績があることから、施工上の経験・知識を有しており、また別途港湾補修工事を受注し
ていることから、早急な対応が可能であるため。

20 R8.1.29
市道横川線外３路線土砂除去機械借上作
業

建設部土木課 1,043,900 ㈱倉栄 益田市久々茂町イ980番地 施行令167条の2第1項　第5号
土砂の堆積により、通行に支障が発生している。また、側溝内に土砂が溜まり流れが
阻害されている。早急に作業を行う必要があるので、迅速に対応可能な契約者に依頼
する。


